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な
ん
で
も

知
っ
て
お
き
た
い

こちら

です!

あ
な
た
の
家
に
今
年
６
月
か
ら

設
置
が
義
務
化
さ
れ
ま
す

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に

お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止

期
限
内
に
納
付

で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は

住宅用火災警報器は設置されていますか？　　
住宅火災の死者の約6割が逃げ遅れによるものです　　

煙式住宅用火災警報器を設置する部屋
■住宅用火災警報器の設置場所
  　■ 寝室・階段への取付けが義務付けられています。
  　■ 台所・居室への取付けもおすすめします。
　 （子ども部屋や高齢者の居室など、就寝に使われている部屋には
　　 取付けが義務付けられています。）

　

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
期
間
中
は
、
登
山
、
ハ
イ
キ
ン
グ
等
の
レ

ジ
ャ
ー
ス
ポ
ー
ツ
や
山
菜
狩
り
な
ど
を
気
軽
に
楽
し
む
人
達
が
多
く

な
り
、
道
迷
い
や
滑
落
な
ど
に
よ
る
山
岳
遭
難
等
の
発
生
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
特
に
、
全
国
的
に
見
て
、
健
康
を
兼
ね
た
登
山
ブ
ー
ム
の

高
ま
り
か
ら
初
心
者
に
よ
る
登
山
が
重
大
な
遭
難
に
つ
な
が
っ
て
お

り
ま
す
。

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
携
帯
電
話
を
活
用
し
た
登
山
届
の
提
出
】

　

県
警
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
登
山
届
受
付
画
面
を
設
定
し
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
パ
ソ
コ
ン
及
び
携
帯
電
話
か
ら
の
メ
ー
ル
等
に
よ
る
提
出

を
可
能
と
し
た
登
山
届
の
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
し
た
。  

１　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
提
出

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
接
続
し
た
パ
ソ
コ
ン
か
ら
県
警
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
て
、
登
山
届
受
付
画
面
フ
ォ
ー
ム
に
必
要
事
項
を

入
力
し
た
後
に
、
登
山
届
画
面
を
送
信
す
る
こ
と
で
登
山
届
が
提
出

で
き
ま
す
。

２　
携
帯
電
話
か
ら
の
提
出

　

携
帯
電
話
で
県
警
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
携
帯

サ
イ
ト
（
携
帯
電
話
用
版
）
に
ア
ク
セ
ス
し

て
、
「
登
山
届
の
送
信
」
画
面
か
ら
、
「
送

信
先
ア
ド
レ
ス
」
を
起
動
後
に
、
登
山
届
メ

ー
ル
画
面
に
必
要
事
項
を
入
力
し
た
後
に
送
信
す
る
こ
と
で
登
山
届

が
提
出
で
き
ま
す
。

携
帯
電
話
か
ら
の
ア
ド
レ
ス

http://www.police.pref.kum
am

oto.jp/m
obile/tozan_todoke.htm

l

●
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

（
２
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
）

３　
受
理
方
法

　

届
出
者
が
入
力
後
、
登
山
届
専
用
ア
ド
レ
ス
に
メ
ー
ル
送
信
さ
れ

た
登
山
届
は
、
本
部
地
域
課
執
務
室
内
に
設
置
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
端
末
で
受
理
し
ま
す
。

　

国
税
を
期
限
内
に
納
付
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
延
滞

税
を
併
せ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、

財
産
差
押
え
等
の
滞
納
処
分
を
受
け
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。

　

ま
だ
納
税
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
早
急
に
、
最
寄
り

の
金
融
機
関
で
納
付
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
納

付
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
お
早
め
に
最
寄
り

の
税
務
署
の
徴
収
担
当
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
期
限
を
過
ぎ
て
納
付
さ
れ
る
場
合
は
、
延
滞
税

の
計
算
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
阿
蘇
税
務
署
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

●
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w
w
.nta.go.jp

　

詳
し
い
こ
と
は
、
阿
蘇
税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

※ 市町村の火災予防条例によっ
て義務設置場所、設置時期が
異なることがありますが、熊
本県内では統一されています。

　　質問等については、南部分
署もしくは消防本部までお問
い合わせください。

■
お
問
い
合
わ
せ
先
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